
新四国相馬霊場八十八ヶ所巡り「我孫子の古東海道於賦駅近辺」 

   下(↓) 葺不合(ふきあえず)神社境内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イヌシデ公園の西大作遺跡出土品 

９世紀初頭の土師器(はじき)の甕(かめ)で、下半部の

内外に墨書が記されています。外面には「意布郷久須

波良部千依女(おぶごうくすはらべちよりめ)」、内面

には正面右廻りに「久須」「千ヵ」「負郷ヵ」「□」「久

須部」「久須」という文字が見られます。 

意布＝於賦 同意語「おぶ」 

 

あびこ考古博物館の展示品【まねき看板】 

 

明治 29 年常磐線

田端－土浦間の開通

により、相馬霊場は

日帰りのお遍路さん

が大勢訪れるように

なりました。取手市

小文間戸田井の船宿

に残る「講中札」に

もあるように、下谷、

浅草は勿論、我孫子

市湖北の「あびこ考

古博物館」にある、

「まねき」看板にも

写真に示す様に東京

の大店がその証を残

しています。 

 

日比谷公園「松本楼」は「10 円カレー」で有名になり皆さんもご存知のことと思われます。(写真右下) 

 

あびこ考古博物館には、まねきの他にも古墳の出土品等が展示公開されています。開館日を我孫子市教育委員

会文化スポーツ課に確認の上、行かれた方が確実です。湖北郷土資料室 04-7185-1583（歴史文化財担当） 



正泉寺宝蔵三図、千葉県指定重要文化財 

総州一部邑(正泉寺宝蔵)       女人成仏血盆経出現図       桐姫御寮法性尼生涯の図 

  

孫子市都部(いちぶ)の正泉寺は、鎌倉時代の弘長３年(1263)に執権北条時頼最明寺入道の息女桐姫によって開

基されたと伝えられます。桐姫は身体が弱かったために安静の地を求め旅していましたが、都部に落着き尼僧と

なり「法性尼」と呼ばれて此の地の人々に慕われました。 

 境内には法性尼の石塔もあり、当初は「法性寺」と言っていましたが、後に君津郡の真如寺から俊峰周鷹(しゅ

んぽう しゅうよう)を迎えて開山し、曹洞宗大竜山正泉寺と寺号を変えました。 

正泉寺が、女人成仏の寺として有名になったのも、江戸時代の後期幕末のようです。寺には、元文元年(1736)

の奥書にある「血盆経縁起」や紀州徳川家の久姫桂香院(鳥取藩主池田宗泰夫人)の書写した天明三年の奉納経典

の外、絵画三点などが残されていますが、現在佐倉市の国立歴史博物館で管理されています。 

 写真中央が「女人成仏血盆経出現図」とする絵で、手賀沼に経典が表れ、小舟でそれを拾う様が描かれていま

す。『我孫子市史』民俗文化財編、1990年。 

もともと原始古代には、女性が血で穢されていると言った思想はありません。いわゆる血の穢思想が形成され

たのは陰陽道の影響によると言われています。慶應義塾大学アジア基層文化研究会血盆経信仰の諸相より 

「女人成仏」とは救済を言うものの言い換れば女性差別。明治政府以降は当然、血盆経の布教は禁止されました。

かなり政府の圧力が強く信仰を抑圧した様子で強硬だった様子です。既に女性差別など存在しない時代に於け

る、信仰の自由を制した経緯として、弾圧と捕えている人々も存在しています。 

正泉寺の参道は、もとは南の手賀沼畔の船着き場まで通じていたそうですが、次第に市街化が進み街道筋から

の参詣が盛んになり、北から松並木が作られて表参道に変えられたそうです。 



五畿七道の大道の古代東海道といわれる、奈良時代からの海道筋と駅。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古代の東海道は、五畿七道(ご

きしちどう)の一道でした、古代日

本の律令制に於ける広域地方行

政区画で分けられた国が指定し

た国道でした。大路の山陽道、中

路の東海道と東山道、小路の北陸

道、山陰道、南海道、西海道の七

道を云います。明治初期に北海道

が含まれ八道となります。古代の

東海道は奈良～伊勢、鈴鹿～旧東

海道～相模～館山～市原～香取

～土浦～石岡(常陸国)が初期の

ルートでしたが、水路を避け安全

な陸路へ変わり、相模～武蔵国府

～市川の下総国府～柏～湖北～

龍ケ崎～江戸崎～土浦～石岡へ、

さらに水戸へと時代毎に延伸さ

れていきました。道幅は大路で

30ｍ、中路で 12ｍ、小路でも６

ｍ程あり広く、16Km毎に駅が水路と繋がり、馬寄せがあったようで牛馬の交換場所の役割を担っていた様子です。                         

「於賦駅は何処に」西大作遺跡出土甕、日秀西遺跡を参照願います。   土浦歴博「古代のみち」より 



お遍路ルートと我孫子市湖北の「鎌倉道」  (相馬霊場巡り 9.8kmロングコース) 

お遍路ルートその一、JR成田線新木駅から第 81番－77番－25番－29番－日秀遺跡－薬師堂－湖北駅迄 

 ◆ オレンジ色の点線は、我孫子市湖北に残る「鎌倉道」です。相馬霊場を巡る会では、将門神社～イヌシデ 

の森の間を、御案内しています。 

お遍路ルートその二、湖北駅－73 番－36番滝前不動堂打止－JR常磐線天王台駅解散 

 

鎌倉道とは、鎌倉時代に幕府のある鎌倉と各地を結んだ道路網で、鎌倉幕府の御家人が有事の際に「いざ鎌倉」

と鎌倉殿の元に馳せ参じた道であり、鎌倉時代の関東近郊の主要道で通信網として用いられていました。 

湖北の鎌倉道は、鎌倉から武蔵国経由で下総国府(市川市)を結ぶ「下道」でした、従って我孫子の鎌倉道は、

下道の枝道と思われます。但し、我孫子の先の茨城県側の利根町や土浦市辺りにも鎌倉道が残っています。 

 市川市から千葉市や曽我、市原市経由の鎌倉道もあるのですが、上中下道に分類されていないのでしょうか。 

古代東海道とは位置的にも別のルートとなる鎌倉道は関東地域に多く点在します。上野国から児玉～川越～ 

都下武蔵国府～相模国府の鎌倉道は本通りですが、都下府中から鎌倉迄古東海道とは別ルートになっています。 
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新
四
国
相
馬
霊
場
八
十
八
ヶ
所
巡
り 

 
 
 
 
 
 
 
 

「
我
孫
子
の
古
代
の
東
海
道
於
賦
近
在
を
遍
路
」 

JR
成
田
線
新
木
駅
前
８
時
40
分
開
始
、 

午
後
12
時
30
分
頃
JR
常
磐
線
天
王
台
駅
前
解
散
予
定
。 

打
始 

第
七
十
七
番 

葺
不
合
神
社(
ふ
き
あ
え
ず 

じ
ん
じ
ゃ)

、 

移
し
寺
、
香
川
県
多
度
津
町
桑
多
山
道
隆
寺(

ど
う
り
ゅ
う
じ)

、 

御
詠
歌
、
ね
が
い
を
ば 

仏
道
隆
に
入
り
は
て
て 

 

菩
提
の
月
を 

見
ま
く
ほ
し
さ
に
、 

主
祭
神
、
鵜
茅
葺
不
合
尊(

う
が
や
ふ
き
あ
え
ず
の
み
こ
と)

。 

合
祭
神
、
市
杵
島
比
売
命(

い
ち
き
し
ま
ひ
め
の
み
こ
と)
、 

 
 

白
山
比
売
命(

は
く
さ
ん
ひ
め
の
み
こ
と) 

祭
神
の
彦
波
激
武(

ひ
こ
な
ぎ
さ
た
け)

鵜
茅
葺
不
合
尊
は

「
古
事
記
」「
日
本
書
紀
」
の
神
話
に
よ
れ
ば
、
彦
火
火
出
見

尊(

ひ
こ
ほ
ほ
で
み
の
み
こ
と
＝
山
幸
彦)

と
海
神
の
娘
の
豊
玉

姫(

と
よ
た
ま
ひ
め)

と
の
間
に
生
ま
れ
、
神
武
天
皇
の
父
と
さ

れ
る
天
神
で
す
。
豊
玉
姫
＝
卑
弥
呼(

中
国
名)

で
す
。 

彦
火
火
出
見
尊
が
姫
の
為
に
鵜
戸
岬
に
鵜
の
羽
で
屋
根
を

葺
い
た
産
屋
を
造
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
葺
き
終
え
ぬ
う
ち

に
う
ま
れ
た
た
め
命
名
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

神
社
の
創
建
は
古
く
、
も
と
は
宮
後
方
の
明
神
の
森
に
鎮

座
し
、
沖
田(

お
き
だ)

神
社
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。 

も
と
も
と
、
こ
の
地
は
沖
田
村
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
、

文
化
九
年(1

8
1
2
)

に
沖
田
の
名
を
廃
し
、
新
木
と
名
付
け
ら

れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

現
在
地
は
、
竹
内
無
格
社(

む
か
く
し
ゃ)

厳
島
神
社
の
境
内

地
で
、
市
杵
島
比
売
命
が
ま
つ
ら
れ
、
そ
の
創
建
は
平
安
時

代
末
の
文
治
二
年(1

1
8
6
)

に
遡
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
こ
が
葺
不
合
神
社
に
な
っ
た
の
は
明
治
39
年(1

9
0
6
)

の
神
社
合
祀
令
に
よ
る
も
の
で
、
三
峰
神
社
と
と
も
に
合
祀

さ
れ
祭
神
に
鵜
茅
葺
不
合
尊
に
市
杵
島
比
売
命
と
白
山
比
売

命
が
加
え
ら
れ
ま
し
た
。 

現
在
の
拝
殿
は
明
和
年
間(1

7
6
4

～1
7
7
2
)

に
弁
天
堂
と

し
て
造
立
さ
れ
た
も
の
で
、
沖
田
村
の
弁
天
様
と
呼
ば
れ
、

布
施
弁
天
と
並
ぶ
弁
天
信
仰
で
発
展
し
ま
し
た
。 

方
三
間(

正
面
、
側
面
と
も
柱
間
三
間)

の
入
母
屋
造
り
、

向
拝
付
で
、
建
物
の
中
心
部
が
広
く
、
正
面
中
央
の
壁
に
天

女
の
舞
姿
の
色
彩
画
が
あ
り
、
各
間
の
小
壁
に
草
花
鳥
獣
の

彫
刻
が
彩
色
さ
れ
、
向
拝
柱
に
は
麻
の
葉
模
様
の
彫
刻
が
施

さ
れ
、
弁
天
堂
に
ふ
さ
わ
し
い
華
や
か
さ
を
持
っ
て
い
て
、

現
存
す
る
木
造
建
築
物
で
は
市
内
有
数
の
も
の
で
し
た
。 

平
成
15
年
の
改
修
工
事
の
際
、
屋
根
の
裏
か
ら
棟
札
が
見

つ
か
り
、
明
和
二
年(1

7
6
5
)

の
墨
書
に
よ
っ
て
拝
殿
の
建
造

年
が
確
定
し
ま
し
た
。
葺
不
合
神
社
の
祭
祀
は
、
現
在
、
我

孫
子
市
新
木
の
中
峠
天
照
神
社
の
宮
司
が
兼
務
し
て
い
ま
す
。 

拝
殿
の
後
ろ
に
あ
る
本
殿
は
明
治
32
年
２
月
の
建
立
で
、

大
工
は
新
木
村
の
田
口
末
吉
、
木
挽
は
根
本
米
吉
、
彫
刻
師

は
二
代
目
後
藤
藤
太
郎
等
に
よ
っ
て
造
ら
れ
ま
し
た
。 

方
一
間
、
流
造
の
正
面
に
千
鳥
波
風(

ち
ど
り
は
ふ)

が
あ
り 

向
拝
正
面
を
唐
波
風
と
す
る
銅
版
葺
き
で
、
四
囲
の
扉
や
板

壁
、
向
拝
ま
わ
り
が
神
話
や
瑞
祥(
ず
い
し
ょ
う=

め
で
た
い)

の

図
の
彫
刻
で
飾
ら
れ
て
い
る
。
御
開
帳
は
十
月
一
日
。 

こ
の
本
殿
は
合
祀
の
際
に
村
人
総
勢
に
よ
り
、
字
宮
前
の

地
か
ら
数
百
メ
ー
ト
ル
も
曳
か
れ
て
来
た
と
い
い
ま
す
。 

現
在
の
氏
子
は
80
人
か
ら
な
り
ま
す
が
明
治
13
年
ご
ろ

の
記
録
に
よ
る
と
、4

4
3

人
も
の
氏
子
が
お
り
村
の
信
仰
の

中
心
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

本
殿
は
昭
和
47
年
の
工
事
で
茅
葺
き
屋
根
を
鉄
板
で
覆

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
平
成
15
年
銅
板
葺
き
と
し
、
床
下

は
玉
石
の
間
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め
、
回
廊
の
下
は
布
基

礎(

ぬ
の
き
そ
、
建
築
用
語)

に
改
装
さ
れ
ま
し
た
。 

胴
廻
り
の
彫
刻
は
、
竜
や
獅
子
の
眼
は
総
て
抜
い
て
あ
る

が
玉
眼
を
入
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う(

途
中
で
予

算
不
足
？)

、
全
体
的
に
丁
寧
な
仕
事
で
す
。 

彫
刻
の
絵
は
、
前
面
が
三
韓
征
伐(

高
句
麗
を
含
ま
な
い
朝

鮮
半
島
南
部
の
征
服)

と
、
左
側
面
が
神
武
東
征(

大
和
を
征

服
し
て
橿
原
宮
で
即
位
す
る
ま
で
を
記
し
た
説
話)

、
後
側
が

天
之
岩
戸
、
右
側
面
が
素
戔
鳴
尊
の
八
岐
大
蛇
退
治
。 

本
殿
の
後
に
紀
元
二
五
五
二
年(

昭
和
７
年)

建
立
の
鵜
茅

葺
不
合
尊
の
碑
が
あ
る
台
座
は
、
明
治
25
年(1

8
9
2
)

村
民
72

名
の
寄
金
に
よ
っ
て
先
代
の
碑
が
建
て
ら
れ
た
時
の
も
の
で
、

祠
掌(

し
し
ょ
う
＝
社
の
関
係
者)

に
依
田
信
彦
の
名
が
あ
り

ま
す
。
旗
本
依
田
氏
は
幕
末
ま
で
新
木
村
の
領
主
で
維
新
後

は
長
福
寺
の
境
内
に
住
ん
で
い
た
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。 

新
木
駅
の
北
西
千
㍍
、
東
か
ら
西
に
突
き
出
し
た
字
五
郎

地
に
新
木
城
跡
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

現
在
、
遺
構
は
確
認
出
来
ま
せ
ん
が｢

竹
之
内｣

と
い
う
館

跡
を
示
唆
す
る
地
名
が
残
っ
て
い
ま
す
。 

「
五
郎
地
」「
竹
之
内
」
の
地
籍
の
一
部
は
葺
不
合
神
社
の

境
内
に
な
っ
て
い
ま
す
。
神
社
後
方
の
森
が
五
郎
地
で
す
。 

「
あ
び
こ
風
土
記
」
に
よ
れ
ば
、
新
木
城
に
は
柴
崎
城
に
移

る
ま
え
の
荒
木
三
河
守
胤
重
が
築
城
し
、
後
に
、
家
臣
の
田

口
内
蔵
之
助
が
配
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

田
口
内
蔵
之
助
は
、
取
手
の
雁
金
山
の
合
戦
に
参
戦
し
「
東

国
戦
国
記
」
を
残
し
て
い
ま
す
。 

民
話
で
あ
る
「
取
手
の
名
の
始
ま
り
」
の
母
体
と
な
る
の
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が
「
雁
金
山
の
合
戦
」
で
す
。 

葺
不
合
神
社
の
一
の
鳥
居
は
昭
和
８
年
の
再
建
、
二
の
鳥

居
は
明
治
15
年
の
も
の
で
五
郎
地
か
ら
移
さ
れ
た
も
の
で

す
。
神
域
は
広
く
境
内
に
は
籠
堂
が
あ
り
仏
像
数
体
が
保
存

さ
れ
て
い
ま
し
た
、
現
在
は
集
会
所
。 

神
社
左
手
の
林
の
中
に
は
村
内
各
地
か
ら
移
さ
れ
た
、
蚕

影(

こ
か
げ)

神
社
、
三
峯
神
社
、
童
形
妙
見
像
、
龍
宝
水
神
、

神
明
社
が
参
道
脇
に
配
置
さ
れ
て
い
る
他
に
、「
五
ノ
神
」
湯

殿
大
権
現
、
八
幡
宮
、
稲
荷
大
明
神
、
天
満
天
神
宮
、
青
麻(

あ

お
そ)

大
権
現
な
ど
の
石
仏
、
石
碑
が
多
く
祀
ら
れ
て
い
て
、

地
元
で
は
「
お
日(

に
ち)

さ
ま
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。 

安
永
五
年
石
柱
建
立
時
の
ご
本
尊
は
聖
観
世
音
菩
薩
で

す
、
ま
た
、
弘
法
大
師
像
は
文
化
四
年(1

8
0
7
)

の
造
立
。 

大
師
堂
は
昭
和
４
年
に
再
建
さ
れ
て
い
ま
す
。 

な
お
鵜
茅
葺
不
合
尊
を
祀
っ
た
総
社
と
し
て
、
宮
崎
県
の

鵜
戸
神
宮
が
あ
り
、
卑
弥
呼
の
伝
説
が
伝
わ
る
社
で
す
。 

平
成
天
皇
が
新
婚
旅
行
先
と
し
て
有
名
に
な
っ
た
所
で
す
。

葺
不
合
神
社
氏
子
中
「
葺
不
合
神
社
」
縁
起
よ
り
、 

 

個
人
の
大
師
堂 

壱
、
捨
身
ヶ
嶽
禅
定
の
写
し 

本
国
四
国
の
霊
場
第
七
十
三
番
奥
の
院 

捨
身
ヶ
嶽
禅
定

(

し
ゃ
し
ん
が
た
け 

ぜ
ん
じ
ょ
う)

の
写
し
。 

青
麻(

あ
お
そ
、
麻)

大
権
現
を
信
仰
し
て
い
た
、
田
口
氏

個
人
に
よ
る
四
国
巡
り
参
拝
記
念
に
立
て
ら
れ
た
お
堂
の
よ

う
で
す
。 

 

こ
の
青
麻
権
現
に
は
「
四
国
霊
場
七
十
三
番
奥
の
院
捨
身

ヶ
嶽
禅
定
の
写
し
」
と
あ
り
大
師
堂
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
、

棟
札
に
よ
る
と
「
中
気
除
け
青
麻
大
権
現
」
と
し
て
信
仰
さ

れ
、
相
馬
霊
場
の
一
角
に
祀
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

青
麻
神
社
の
総
本
社
は
宮
城
県
仙
台
市
の
「
県
民
の
森
」

の
先
に
あ
り
、
「
三
度
詣
で
れ
ば
生
涯
、
中
気(

ち
ゅ
う
き)

の

難
よ
り
の
が
れ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。 

「
中
気
」
と
は
脳
卒
中
、
脳
梗
塞
な
ど
の
急
に
訪
れ
る
脳

の
病
い
を
総
称
し
て
言
っ
て
い
ま
し
た
。 

本
国
の
四
国
霊
場
に
は
、
四
十
八
の
奥
の
院
が
あ
り
ま
す

が
、
特
に
七
十
三
番
奥
の
院
は
、
弘
法
大
師
に
と
っ
て
重
要

な
意
味
を
も
つ
霊
場
で
も
あ
り
ま
す
。 

弘
法
大
師
が
七
歳
の
と
き
に
、「
衆
生
を
救
い
た
い
、
そ
の

力
が
な
け
れ
ば
こ
の
身
は
諸
仏
に
捧
げ
ま
す
」
と
断
崖
絶
壁

の
頂
き
よ
り
身
を
投
じ
ら
れ
た
が
天
よ
り
天
女
が
舞
い
降
り

弘
法
大
師
を
抱
き
と
め
「
一
生
成
仏
」
と
お
示
し
に
な
ら
れ

た
所
で
あ
る
の
で
す
。
弘
法
大
師
七
歳
の
時
の
名
は
「
真
魚

(

ま
お)

」
で
し
た
、
弘
法
大
師
で
あ
る
空
海
の
幼
少
の
頃
の

記
述
は
少
な
く
、
こ
の
伝
記
は
自
書
の
三
教
指
帰(

さ
ん
ご
う

し
い
き)

や
、
上
表
文
や
手
紙
を
集
め
た
弟
子
真
済
の
遍
照
発

揮
性
霊
集(

し
ょ
う
り
ょ
う
し
ゅ
う)

よ
り
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

幼
少
の
頃
か
ら
仏
心
に
目
覚
め
た
真
魚
を
稚
児(

ち
ご)

大
師

と
し
て
崇
め
る
由
縁
で
も
あ
り
ま
す
。 

「
天
女
に
抱
き
留
め
ら
れ
た
」
説
と
「
松
の
枝
に
ひ
っ
か
か

る
」
の
２
つ
の
説
が
あ
り
ま
す
。
真
言
信
仰
で
は
捨
身
ヶ
岳

と
云
わ
れ
る
「
我
拝
師
山(

が
は
い
し
ざ
ん)

」
は
、
倭
斬
濃
山(

わ

し
の
や
ま)

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

個
人
の
大
師
堂 

弐 

 

真
栄
寺
墓
地
に
聖
徳
大
師
堂
が
あ
り
傍
に
「
土
佐
国
第
一

番
」
と
い
う
霊
場
札
所
が
あ
り
、
朽
ち
か
け
た
御
堂
の
中
に

弘
法
大
師
像
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

土
佐
国
に
は
24
番
か
ら
39
番
ま
で
は
あ
る
が
、
土
佐
国
第

一
番
と
は
、
さ
て
い
っ
た
い
何
で
し
ょ
う
。 

こ
の
先
の
日
秀
に
は
、
相
馬
霊
場
の
25
番
と
29
番
が
在
り

共
に
土
佐
国
で
25
番
が
津
照
寺
、
29
番
は
土
佐
国
分
寺
の
移

し
に
あ
た
り
ま
す
。
し
か
し
相
馬
霊
場
と
は
別
で
あ
り
、
云

わ
れ
が
分
り
ま
せ
ん
、
土
佐
出
身
の
方
の
霊
場
で
し
ょ
う
か
。 

 

土
佐
城
主
の
長
宗
我
部
元
親(

ち
ょ
う
そ
か
べ 

も
と
ち
か
、
天

文
８
年(1

5
3
9
)

～
慶
長
４
年
５
月
19
日)

は
、
坂
本
竜
馬
に
次

ぐ
土
佐
高
知
の
人
気
者
イ
ケ
メ
ン
城
主
で
話
題
と
な
っ
た
。 

司
馬
遼
太
郎
『
夏
草
の
賦
』(1

9
6
8

年
、
文
藝
春
秋)

。 

オ
キ
ザ
リ
ス
の
旗 

長
宗
我
部
元
親
外
伝(2

0
1
1

年
集
英

社)

、
こ
ち
ら
は
漫
画
で
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

第
廿
五
番
、
地
蔵
院(

廃
寺)

、
我
孫
子
市
古
戸(

ふ
る
と) 

ご
本
尊
、
地
蔵
菩
薩
、 

移
し
寺
、
高
知
県
宝
珠
山
津
照
寺(

し
ん
し
ょ
う
じ)

。 

御
詠
歌
、
法
の
船 

入
る
か
出
る
か
こ
の
津
寺 

迷
う
わ
が
身
を 

の
せ
て
た
ま
え
や 

ご
詠
歌
の
訳
、「
津
寺
」
と
は
、
あ
る
寺
の
名
を
詠
み
込
ん
だ

も
の
。
総
て
の
船
の
出
入
り
す
る
海
岸
を
津
と
称
す
る
。 

「
生
と
し
生
け
る
も
の
一
切
の
衆
生
を
救
う
と
い
う
「
法
の

船
」
は
、
此
の
津
に
入
る
か
出
る
か
分
か
ら
な
い
で
す
が
、

御
誓
願
込
め
て
「
弘
誓(

ぐ
ぜ
い)

の
船
」
で
渡
海
を
待
ち
望
ん

で
お
り
ま
す
。
ど
う
か
私
共
を
乗
せ
て
下
さ
い
と
頼
む
事
。 

地
蔵
院
は
、
現
在
上
新
木
公
民
館
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

真
言
宗
豊
山
派
も
と
龍
泉
寺
の
末
寺
で
す
。
開
山
開
基
は

不
詳
で
す
が
、
貞
享
三
年(1

6
3
6
)

銘
の
舟
形
大
日
如
来
像
を

浮
彫
り
に
し
た
墓
碑
が
あ
り
江
戸
時
代
始
め
に
は
僧
が
止
住

し
て
い
た
事
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。 

明
和
七
年(1

7
7
0
)

に
旧
本
堂
が
造
ら
れ
、
明
治
六
年
に
廃
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寺
と
な
り
ま
し
た
が
明
治
30
～
35
年
頃
に
、
東
京
都
下(

23

区
外)
の
人
々
が
盛
ん
に
参
詣
し
千
体
地
蔵
菩
薩
像
や
護
摩

道
具
が
寄
進
さ
れ
ま
し
た
。 

地
蔵
堂
は
、
昭
和
44
年
老
朽
化
に
よ
り
解
体
さ
れ
青
年
館

を
新
築
、
一
時
そ
の
一
間
に
安
置
さ
れ
た
の
で
す
が
、
昭
和

57
年
に
現
在
の
堂
が
建
て
ら
れ
、
厨
子
入
り
本
尊
の
後
に
千

体
地
蔵

1
2
2
7

体
が
祀
ら
れ
ま
し
た
。
他
に
不
動
明
王
立
像

が
あ
り
ま
す
。
大
師
堂
は
文
化
四
年(1

8
0
4
)

の
建
立
で
す
。 

 

第
廿
九
番
、
日
秀
の
慈
愍
山(

ひ
び
り
の
じ
び
ん
ざ
ん) 

日
秀
観
音
寺
、
曹
洞
宗
、
元
は
正
泉
寺
の
末
寺
で
し
た
。 

御
本
尊
、
聖
観
世
音
菩
薩
、 

移
し
寺
、
高
知
県
摩
尼
山(

ま
に
ざ
ん)

国
分
寺
、 

御
詠
歌
、
國
を
分
け 

宝
を
積
み
て
建
つ
寺
の 

末
の
世
ま
で
の 

利
益
の
こ
せ
り 

日
秀
観
音
、
古
く
は
将
門
神
社
の
境
内
に
仏
堂
が
あ
り
ま

し
た
、
将
門
の
守
り
本
尊
で
あ
る
行
基
菩
薩
作
の
観
音
像
を

安
置
し
、
守
谷
の
西
林
寺
か
ら
徳
道
和
尚
を
請
じ
て
開
祖
と

し
大
悲
山
和
泉
寺
と
称
し
ま
し
た
が
、
時
を
経
て
現
在
地
に

移
さ
れ
、
改
め
て
観
音
寺
と
し
て
再
建
さ
れ
ま
し
た
。 

寛
文
二
年(1

6
6
2
)

の
開
山
は
正
泉
寺
九
世
名
翁
全
誉
大
和

尚(

め
い
お
う
ぜ
ん
よ)

で
あ
り
、
開
基
は
長
安
定
久
禅
定
門(

ち

ょ
う
あ
ん
じ
ょ
う
き
ゅ
う
ぜ
ん
じ
ょ
う
も
ん)

で
す
。 

「
下
総
国
相
馬
郡
日
出
村
観
世
音
菩
薩
縁
起
」
で
は
「
中
世
、

日
出(

日
秀)

彈
正
友
治
が
、
こ
の
地
の
守
護
と
な
り
深
く
観

世
音
菩
薩
を
信
仰
し
観
音
寺
境
内
に
一
宇
を
建
立
し
名
翁
和

尚
を
導
師
と
し
て
安
座
供
養
し
奉
る
。
」
と
あ
り
ま
す
。 

札
所
は
安
永
四
年
に
創
設
さ
れ
ま
し
た
。 

観
音
堂
に
は
将
門
の
後
裔
と
名
乗
っ
た
相
馬
氏
の
九
曜
紋

が
飾
ら
れ
て
お
り
ま
す
、
元
は
萱
葺
き
で
あ
っ
た
の
で
す
が
、 

昭
和
48
年
に
ト
タ
ン
板
で
萱
屋
根
は
覆
わ
れ
ま
し
た
。 

向
拝
を
は
じ
め
各
所
に
彫
刻
が
見
ら
れ
ま
す
が
、
明
治
の

彫
刻
家
で
あ
る
後
藤
藤
太
郎
兼
松(

布
施
弁
天
の
楼
門
の
龍

を
彫
る
と
も
云
わ
れ
る)

の
後
藤
家
初
代
の
作
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。 

本
堂
の
ご
本
尊
は
釈
迦
牟
尼
仏
を
祀
っ
て
い
ま
す
。
文
化

九
年(1

8
0
7
)

の
道
元
禅
師
像(

曹
洞
宗)

が
あ
り
ま
す
。 

大
師
堂
は
明
治
11
年
の
再
建
で
す
。
大
師
像
は
石
造
二
体

の
像
が
あ
り
、
文
化
四
年(1

8
0
7
)

の
刻
銘
が
あ
り
ま
す
。 

成
田
街
道
に
面
し
た
東
端
に
は
、
成
田
へ
行
く
道
を
聞
い
た

旅
人
に
成
田
と
は
反
対
方
向
を
示
し
て
い
る
「
首
曲
が
り
地

蔵
」
が
あ
り
ま
す
。 

平
將
門
調
伏
の
祈
祷
を
行
っ
た
成
田
山
へ
の
反
発
か
ら
作

ら
れ
た
と
い
え
ま
す
、
日
秀
で
は
「
成
田
山
に
参
詣
し
な
い
」

「
キ
ュ
ウ
リ
は
輪
切
り
に
す
る
と
將
門
の
九
曜
紋
に
な
る
の

で
縦
に
切
っ
て
食
べ
る
」
と
言
う
風
習
が
残
っ
て
い
ま
し
た
。 

2
0
1
2

年
春
、
薬
師
堂
が
新
た
に
な
り
ま
し
た
。 

【 

四
国
霊
場
の
廿
九
番
に
つ
い
て 

】 

四
国
の
第
29
番
は
、
土
佐
国
分
寺
で
「
ゴ
メ
ン
」
の
発
祥

地
で
す
。J

R

土
讃
線
御
免
駅
が
土
佐
市
の
隣
の
、
南
国
市
に

あ
り
ま
す
。 

土
佐
の
戦
国
武
将
、
長
宗
我
部
元
親(
ち
ょ
う
そ
か
べ 

も
と
ち
か)

の
家
臣
数
百
人
が
百
姓
を
し
て
い
た
、
一
領
具
足(

い
ち
り
ょ

う
ぐ
そ
く
、
※)

と
い
う
制
度
に
暮
ら
す
土
地
で
、
二
期
作(

年

間
で
同
じ
作
物
を
２
度
収
穫
す
る)

が
行
わ
れ
た
所
で
す
。 

 

元
親
は
町
の
繁
栄
の
為
に
諸
税
を
免
除
し
た
た
め
「
御
免
」

の
名
が
う
ま
れ
た
、
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

永
禄
元
年(1

5
5
8
)

焼
失
し
た
当
寺
を
元
親
は
再
建
し
、
そ

の
後
山
内
忠
義
が
山
門
を
建
立
、
優
雅
で
し
っ
と
り
と
し
た

建
物
の
ま
ま
今
に
至
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
近
く
に
は
、
紀
貫

之
の
屋
敷
跡
が
あ
り
ま
す
。 

紀
貫
之(

き
の
つ
ら
ゆ
き
、
貞
観
八
年(8

6
6
)

貞
観

1
4

年(8
7
2
)

頃
～
天
慶
８
年
５
月
18
日(9

4
5
/6

/3
0

、
土
佐
日
記
の
作
者)

。

平
安
時
代
前
期
の
歌
人
、『
古
今
和
歌
集
』
の
選
者
の
ひ
と
り
。 

 

三
十
六
歌
仙
の
ひ
と
り
で
も
あ
る
。
紀
友
則
は
従
兄
弟
に

あ
た
る
。 

※ 

屯
田
兵
の
こ
と
。 

平
素
は
農
民
、
動
員
の
法
螺
貝
合
図

で
農
具
を
武
具
に
替
え
て
出
陣
し
た
。 

具
足
は
一
領
、
馬
一

頭
で
戦
場
を
走
り
回
る
た
め
「
一
領
具
足
」
と
言
わ
れ
た
。 

<
<

<
 
 

平
將
門
調
伏
の
祈
祷
。 

東
京
の
神
田
明
神
を
崇
敬
す
る
者
は
成
田
山
新
勝
寺
を

参
拝
し
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
タ
ブ
ー
が
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。「
江
戸
っ
子
は
成
田
へ
行
か
な
い
」「
き
ゅ
う
り
の
輪

切
り
は
喰
わ
な
い
」
が
江
戸
子
気
質
の
象
徴
で
し
た
。 

こ
れ
は
朝
廷
に
対
し
て
叛
乱
を
起
し
た
平
將
門
を
討
伐

す
る
た
め
、
僧
、
寛
朝(

か
ん
ち
ょ
う)

を
神
護
寺
護
摩
堂
の
空

海
作
と
い
わ
れ
る
不
動
明
王
像
と
供
に
、
現
在
の
成
田
山
新

勝
寺
へ
使
わ
せ
、
乱
の
鎮
圧
の
た
め
動
護
摩
の
儀
式
を
行
わ

せ
た
か
ら
、
で
あ
る
と
い
う
。
即
ち
、
新
勝
寺
参
拝
は
將
門

を
苦
し
め
る
事
と
な
る
た
め
な
の
で
し
た
。 

な
お
、
同
じ
く
將
門
を
祭
神
と
す
る
神
楽
坂
の
築
土
神
社

に
も
同
様
の
言
い
伝
え
が
あ
り
、
成
田
山
へ
参
詣
す
る
な
ら

ば
、
道
中
に
必
ず
災
い
が
起
こ
る
と
さ
れ
ま
し
た
。 

將
門
に
対
す
る
信
仰
心
は
、
祟
り
や
厄
災
を
鎮
め
る
こ
と

と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。 
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個
人
の
大
師
堂 

参 
日
秀
観
音
前
の
、
成
田
街
道(

国
道

3
5
6

号)

の
向
か
い
側

に
は
第
55
番
大
師
堂
が
あ
り
、
個
人
所
有(

古
戸
の
田
口
氏)

の
も
の
で
、
新
木
台
に
あ
る
「
土
佐
の
一
番
大
師
堂
」
や
新

木
台
の
第
73
番
青
麻
権
現
な
ど
全
て
明
治
の
頃
に
個
人
的

に
造
ら
れ
た
も
の
で
、
講
の
活
発
な
活
動
が
日
秀
に
存
在
し

て
い
ま
し
た
。 

現
在
迄
残
っ
た
こ
れ
ら
の
大
師
堂
は
、
相
馬
霊
場
と
の
関

連
性
を
含
み
、
貴
重
な
庶
民
に
よ
る
遺
産
で
あ
り
、
後
世
に

残
し
た
い
も
の
で
す
。 

 

日
秀
の
將
門
伝
説 

將
門
神
社
は
平
將
門
の
遺
臣
達
に
よ
り
將
門
の
霊
を
祀
っ

た
と
い
わ
れ
る
。
か
つ
て
は
平
親
王
の
七
騎
大
明
神(

將
門
の

七
人
の
影
武
者
を
祀
る
明
神
社)

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

(

平
親
王
と
は
、
平
は
平
將
門
、
親
王
は
天
皇
に
同
位
す
る
東

国
の
天
皇
を
い
う) 

 

日
秀(

ひ
び
り)

で
は
天
慶
三
年(9

4
0
)

に
戦
没
し
た
將
門
の

霊
が
遺
臣
達
と
共
に
沼
南
町
岩
井(

千
葉
県
柏
市
沼
南
町
の

岩
井
で
茨
城
県
板
東
市
の
岩
井
と
は
違
い
ま
す)

の
明
神
下

か
ら
日
秀
ま
で
手
賀
沼
を
騎
馬
で
渡
り
、
沼
の
ほ
と
り
の
丘

で
日
の
出
を
拝
し
た
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
伝

承
の
地
に
一
宇
を
建
て
て
霊
を
祀
り
鎮
守
し
た
の
が
当
社
の

起
こ
り
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

將
門
の
三
女
如
蔵
尼(

に
ょ
ぞ
う
に
、
或
い
は
次
女
の
如
春

尼
で
あ
っ
た
と
も
い
う
）
は
父
の
三
十
三
回
忌
に
あ
た
る
天

禄
三
年(9
7
2
)

に
將
門
ゆ
か
り
の
地
岩
井
に
將
門
の
霊
を
祀

り
ま
し
た
、
そ
れ
が
沼
南
町
岩
井
の
將
門
大
明
神
で
あ
り
、

そ
の
後
各
地
で
祀
ら
れ
る
様
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。 

將
門
名
の
神
社
は
、
お
よ
そ
十
社
が
現
存
し
て
い
ま
す
が
、

日
秀
の
將
門
神
社
の
社
殿
は
か
つ
て
萱
葺
き
屋
根
の
寄
棟

造
り
で
あ
っ
た
も
の
が
老
朽
化
し
て
し
ま
い
、
昭
和
30
年
に

石
造
に
な
り
鳥
居
も
建
て
か
え
ら
れ
ま
し
た
。 

天
保
六
年(1

8
3
5
)

の
「
將
門
大
明
神
」
の
幟(

の
ぼ
り)

が
伝

わ
っ
て
い
る
そ
う
で
す
が
確
認
は
し
て
い
ま
せ
ん
。 

日
秀
は
将
門
が
幼
少
の
時
過
ご
し
た
と
い
う
伝
説
で
す
が
、

將
門
井
戸
は
、
將
門
が
承
平
二
年(9

3
2
)

に
掘
削
し
て
軍
用
に

供
し
た
井
戸
で
「
古
式
の
井
戸
」
又
は
「
石
井
戸(

い
わ
い
ど)

」

と
呼
ば
れ
、
中
相
馬
七
つ
井
戸
の
ひ
と
つ
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。 

【
地
名
の
日
秀
に
つ
い
て
】 

日
秀(

ひ
び
り
、
京
都
嵯
峨
野
の
瑞
龍
寺
を
建
立
し
た
日
秀
”

に
っ
し
ゅ
う
”
で
は
な
い)

と
は
、
日
の
出
～
日
出(

ひ
い
で)

～
日
ビ
リ
と
訛
っ
た
と
い
う
説
と
、
將
門
の
遺
臣
日
出
弾
正

(
ひ
の
で
だ
ん
じ
ょ
う) 

正
佐
友
治
が
、
こ
の
地
に
居
住
し
た
の

が
起
り
と
言
う
説
が
あ
り
ま
す
。 

日
出
弾
正
は
平
將
門
と
は
対
照
的
な
、
な
よ
な
よ
し
た
人

格
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
駄
目
弾
正
と
卑
下
さ
れ
た
あ

げ
く
に
は
「
日
出
」
の
読
み
を
、
ビ
リ(

下)

か
ら
数
え
て
「
日

ビ
リ
」
と
呼
ん
だ
そ
う
で
す
、
だ
が
字
だ
け
は
優
秀
の
秀(

な

よ
な
よ
が
、
し
っ
か
り
と
し
た
文
字
形
と
な
る
字
源
、
意
味

は
最
上
な
ど
、
と
し
て
日
秀(

ひ
び
り)

と
し
た
と
か
、
漢
字
の

字
源
を
巧
み
に
利
用
し
た
逸
話
を
聞
い
て
い
ま
す
。 

ま
た
平
將
門
の
敵
方
で
あ
っ
た
俵
藤
太
秀
郷
の
秀
を
ビ
リ

に
こ
じ
つ
け
た
説
も
あ
り
ま
す
。 

【
日
秀
西
遺
跡
】 

2
0
1
2

年
春
に
閉
校
し
た
、
県
立
湖
北
高
校
跡
地
を
含
む
日

秀
観
音
寺
一
帯
に
広
が
る
「
日
秀
西
遺
跡
」
が
あ
り
、
そ
の

一
部
の
発
掘
調
査
が
、
昭
和
53
年(1

9
7
8
)

に
行
わ
れ
ま
し
た
。 

主
な
遺
構
と
し
て
は
、
縄
文
時
代
住
居
跡
が
２
軒
、
弥
生

時
代
住
居
跡
が
２
軒
、
古
墳
時
代
住
居
跡
が1

8
8

軒
、
奈
良

時
代
以
降
の
建
物
跡
54
棟
が
検
出
さ
れ
、
古
墳
時
代
以
降
に

生
活
の
跡
が
集
中
す
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。 

古
代
の
行
政
区
分
で
は
全
国
を
六
十
余
国
に
分
け
、
さ
ら

に
各
国
を
い
く
つ
か
の
郡
に
分
け
て
い
ま
し
た
。
郡
は
税
金

の
徴
収
や
戸
籍
の
編
纂
な
ど
、
律
令
政
治
の
基
礎
を
担
っ
て

い
ま
し
た
。 

下
総
国
相
馬
郡
の
郡
家
で
も
っ
と
も
重
要
な
正
倉
に
は
、

米
な
ど
の
穀
物
を
保
管
し
管
理
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。 

江
戸
時
代
の
国
学
者
塙
保
己
一
が
残
し
た
『
群
書
類
従
』

家
系
部
に
「
新
木
村
住
人
に
相
馬
蔵
人
佐
あ
り
」
の
記
載
が

あ
り
、
平
や
相
馬
家
の
多
く
の
蔵
人(

く
ろ
う
ど
、
国
家
食
料

管
理
役
人)

が
住
ん
で
い
た
と
記
録
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

相
馬
蔵
人
佐
＝
相
馬
蔵
人
佐
則
胤
、
く
ら
ん
ど
の
す
け
の

り
た
ね
？ 

 

惣
領
小
次
郎
殿
以
御
家
伝
書
写
之
。 

佐
則
胤
な
の
で
人
名
と
な
る
。「
蔵
人
」
に
引
っ
掛
け
て
い

る
の
で
、
訳
は
「
相
馬
蔵
人
佐
則
胤
と
い
う
蔵
人
が
居
た
」
。 

 

於
賦
と
意
布
、
意
部
は
同
意
語
で
「
お
ぶ
」
と
い
う
。 

延
喜
式
所
載
の
下
総
国
の
駅
家
は
、
東
海
道
の
場
合
市
川

の
井
上(

い
が
み)

か
ら
茜
津(

あ
か
ね
づ)

、
於
賦
の
３
駅
で
す
。 

古
代
東
海
道
の
研
究
は
、
時
間
が
掛
か
っ
て
い
ま
す
。 

だ
が
此
の
研
究
は
、
そ
の
痕
跡
を
探
す
だ
け
で
も
簡
単
な

事
で
は
な
い
の
で
仕
方
が
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。 

そ
れ
で
も
最
近
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
承
平
年
間(

931

～

9
38)

に
編
纂
さ
れ
た
「
和
名
類
聚
抄
」
で
は
、
相
馬
郡
の
意

部
郷
と
い
う
「
お
ぶ
」
で
同
じ
読
み
で
あ
り
、
こ
の
郷
内
に
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あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
正
倉
院
文
書
の
中
に
は
「
下
総
国
倉
麻
郡
意
布
郷

養
老
五
年(

721)

戸
籍
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
養
老
５
年
は

延
喜
式
と
大
き
く
遡
る
が
、「
倉
麻
郡
」
は
相
馬
郡
意
布
郷
で

同
じ
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
戸
籍
に
記
載
さ
れ
た
人
々
の
姓
は
殆
ど
が
「
藤
原
部

(

ふ
じ
わ
ら
べ)

で
す
が
、
そ
の
後
に
台
頭
し
て
き
た
藤
原
氏
に

遠
慮
し
て
、
天
宝
宝
字
５
年(75

7)
の
勅
に
よ
り
「
久
須
波
良

部(

く
す
は
ら
べ)

」
に
改
姓
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ

と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。 

我
孫
子
市
新
木
地
区
の
幾
つ
か
の
遺
跡
か
ら
「
久
須
波
良

部
」
と
記
さ
れ
た
墨
書
土
器
が
発
見
さ
れ
「
意
布
郷
」
の
文

字
も
記
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
土
器
の
年
代
が
９

世
紀
前
葉
～
中
葉
と
判
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
我
孫
子
市
新

木
地
区
を
中
心
に
「
於
賦
、
意
布
、
意
部
郷
が
あ
っ
た
こ
と

が
ほ
ぼ
確
実
に
な
り
ま
し
た
。 

 

千
葉
県
我
孫
子
市
に
あ
る
鎌
倉
道 

 

鎌
倉
道
は
、
各
地
よ
り
鎌
倉
に
至
る
古
道
の
総
称
で
す
。 

 

高
崎
か
ら
の
上
道
は
有
名
で
す
が
、
我
孫
子
の
鎌
倉
道
は

市
川
市
迄
の
下
道
の
枝
道
に
な
り
ま
す
。 

鎌
倉
道
は
一
般
に
山
腹
を
通
り
、
幅
は
一
間
～
二
間(

２
～

３
ｍ)

で
馬
が
２
頭
並
ん
で
通
れ
る
位
の
狭
さ
で
途
中
野
営

に
便
利
な
よ
う
に
井
戸
や
お
堂
に
近
い
と
こ
ろ
を
選
ん
で
い

る
よ
う
で
す
。
お
堂
は
西
か
ら
湖
北
台
八
丁
目
の
八
幡
神
社
、

中
峠
の
天
照
神
社
、
湖
北
台
一
丁
目
に
あ
っ
た
熊
野
神
社
、

中
里
の
諏
訪
神
社
、
日
秀
の
将
門
神
社
、
新
木
の
香
取
神
社
、

大
鷲
神
社
（
現
在
は
葺
不
合
神
社
に
合
祀
）
な
ど
の
神
社
が

こ
の
沿
道
に
あ
り
ま
す
。 

ま
た
井
戸
は
八
幡
神
社
下
の
元
日(

が
ん
ち)

の
井
戸
、
熊
野

神
社
下
の
島
の
下
の
井
戸
、
將
門
の
井
戸
、
香
取
の
井
戸(

現

存)

な
ど
が
あ
り
ま
す
。 

湖
北
座
会 

2
0
0
0

年
４
月
1
日 

【
地
名
の
都
部(

い
ち
ぶ)

に
つ
い
て
】 

都
は
一
と
共
通
す
る
意
味
が
あ
り
ま
し
た
、
一
番
の
部
落

が
都
部
落
に
変
化
し
た
と
い
う
説
で
す
。
角
川
地
名
辞
典 

正
泉
寺
の
伝
説
で
あ
る
、
地
蔵
菩
薩
の
お
告
げ
で
、
住
職

が
手
賀
沼
へ
行
っ
て
み
る
と
、
水
面
の
一
部(

都
部)

か
ら
経

典
が
湧
き
出
し
た
と
こ
ろ
の
由
来
も
あ
り
ま
す
。 

 

 

第
七
十
三
番
、
大
竜
山
正
泉
寺(

し
ょ
う
せ
ん
じ)

、
我
孫
子
市

北
台
、
ご
本
尊
、
延
命
地
蔵
尊
。 

移
し
寺
、
香
川
県
我
拝
師
山
出
釈
迦
寺(

し
ゅ
つ
し
ゃ
か
じ) 

御
詠
歌
、
迷
い
ね
る 

六
道
衆
生
救
わ
ん
と 

尊
き
山
に 

い
づ
る
釈
迦
寺 

六
道
と
は
、
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
、
修
羅
、
人
間
、
天
上 

大
師
堂
は
安
永
四
年(1

7
6
4
)

観
覚
光
音
禅
師
が
願
主
と
し

て
禅
師
と
共
に
四
国
の
出
釈
迦
寺
か
ら
土
を
運
び
相
馬
霊
場

73
番
を
開
基
し
た
石
柱
が
参
道
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

弘
長
三
年(1

2
6
3
)

北
条
時
頼
の
息
女
法
性
尼(

ほ
っ
し
ょ
う

に)

＝
桐
姫
が
留
庵
し
た
と
の
草
創
伝
説
が
あ
り
ま
す
。 

源
時
頼
を
開
祖
と
し
て
い
ま
す
。
後
に
真
如
寺
よ
り
俊
峰

周
鷹(

し
ゅ
ん
ぽ
う 

し
ゅ
う
よ
う)
を
迎
え
て
開
山
し
曹
洞
宗
寺

院
と
な
り
ま
し
た
。
高
く
険
し
い
峰=
俊
峰
、
の
意
も
あ
る
。 

俊
峰
は
永
正
三
年(1

5
0
6
)

入
寂
し
以
来
四
十
一
世
を
数
え

ま
す
。
ま
た
手
賀
太
守
の
原
兵
右
衛
門
尉
胤
次(
は
ら
ひ
ょ
う
え

も
ん
の
じ
ょ
う
た
ね
つ
ぐ)

を
開
基
と
し
て
、
位
牌
と
石
造
の
宝

篋
印
塔(

ほ
う
き
ょ
う
い
ん
と
う)

の
供
養
塔
が
あ
り
ま
す
。 

七
世
の
竹
厳
宗
嫩(

ち
く
げ
ん
そ
う
ど
ん)

は
白
泉
寺
を
開
山
、

九
世
の
名
翁
全
誉
は
日
秀
観
音
寺
の
開
山
で
、
こ
と
に
十
一

世
の
徳
翁
良
高
は
声
望
高
く
修
行
僧
の
参
禅
す
る
者
が
多
く

寺
は
栄
え
ま
し
た
。 

し
か
し
明
和
三
年(1

7
5
4
)

火
災
に
遭
い
伽
藍
を
焼
失
、
血

盆
経
な
ど
も
失
わ
れ
ま
し
た
。 

十
年
後
の
安
永
三
年(1

7
6
4
)

に
旧
書
院
を
移
し
て
本
堂
と

し
ま
し
た
。
本
尊
の
地
蔵
尊
は
、
文
化
文
政
年
代
に
光
格
天

皇
の
祈
願
仏
と
な
り
、
仁
孝
天
皇
の
梵
鐘
御
寄
進
で
鐘
楼
門

を
建
立
さ
れ
ま
し
た
、
明
治
以
降
に
は
鐘
楼
門
他
の
修
理
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

血
盆
経(

け
つ
ぼ
ん
き
ょ
う)

と
女
人
成
仏(

に
ょ
に
ん
じ
ょ
う
ぶ
つ) 

弘
長
三
年(1

2
6
3
)

北
条
時
頼
の
娘
桐
姫
法
性
尼
の
創
建
と

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
、
女
人
成
仏
の
霊
場
と
し
て
著
名
で
す
。

女
人
成
仏
血
盆
経
出
現
図
等
の
絵
画
３
点
と
血
盆
経
縁
起
・

紺
紙
金
泥
血
盆
経
を
は
じ
め
と
し
て
版
木
類
一
式
を
含
む
資

料
は
、
近
世
民
間
信
仰
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
す
。1

9
9
8

年
３
月
千
葉
県
指
定
文
化
財(

有
形
民
俗
文
化
財)

。 

『
血
盆
経
談
義
私
』
に
は
、
正
泉
寺
の
前
身
、
法
性
寺(

宗

派
不
明)

の
長
老
の
母
が
血
盆
池
に
堕
ち
、
母
を
救
う
た
め
に

長
老
が
血
盆
経
を
書
写
し
た
と
い
う
説
話
が
載
っ
て
お
り
、

正
泉
寺
が
前
身
寺
院
の
縁
起
を
換
骨
奪
胎(

焼
き
直
し)

し
て
、

法
性
尼
を
主
人
公
と
す
る
新
た
な
縁
起
を
作
っ
た
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
ま
す
。 

飯
白
和
子
氏(

「
待
道
大
権
現
と
マ
ツ
ド
ッ
講―

市
内
に
お

け
る
女
人
講
の
変
遷
過
程
を
通
し
て
」
我
孫
子
市
教
育
委
員

会
資
料)

に
よ
る
と
。 

正
泉
寺
が
血
盆
経
信
仰
を
喧
伝
し
は
じ
め
た
の
は
、
明
和

年
間
に
荒
廃
し
た
寺
院
再
興
の
た
め
で
あ
っ
た
。 
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こ
の
論
考
で
は
、
千
葉
県
に
見
ら
れ
る
安
産
講
、
待
道
講

が
正
泉
寺
の
隠
居
寺
、
白
泉
寺
に
よ
っ
て
広
め
ら
れ
た
待
道

大
権
現
の
信
仰
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
ま
す
。 

正
泉
寺
で
は
、
血
盆
経
出
現
縁
起
や
血
盆
経
本
文
を
多
数

版
行
し
て
お
り
、
血
盆
経
霊
場
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
っ
た
。
な
お
、
当
寺
で
は
地
蔵
を
血
の
池
地
獄

の
救
済
者
と
し
、
三
幅
の
縁
起
絵
を
所
蔵
し
て
い
ま
す
。 

慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
基
層
文
化
研
究
Ｇ
の
資
料
よ
り
。 

 【
法
性
尼
伝
説
】 

桐
姫
は
十
六
歳
の
頃
、
法
性
尼
と
な
っ
て
こ
こ
に
法
性
寺

を
創
建
し
た
が
、
二
年
後
に
は
病
に
倒
れ
世
を
去
り
ま
た
。 

し
か
し
、
法
性
尼
永
眠
後

1
5
3

年
を
経
た
応
永
24
年

(1
4
1
7
)

、
法
性
寺
の
檀
家
孫
右
衛
門
の
娘
お
と
り
は
霊
に
と

り
つ
か
れ
、
娘
は
貴
婦
人
の
姿
と
な
っ
て
、
腰
か
ら
下
を
紅

の
よ
う
に
染
め
苦
し
み
な
か
ら
寺
の
和
尚
に
「
私
は
桐
姫 

法

性
尼
で
す
、
血
盆
地
獄
に
墜
ち
苦
悩
が
絶
え
ま
せ
ん
。
ど
う

か
法
性
寺
に
あ
る
延
命
地
蔵
菩
薩
に
お
祈
り
を
し
て
欲
し
い
」

と
言
っ
て
和
尚
に
頼
み
ま
し
た
。 

和
尚
は
直
ち
に
お
祈
り
を
あ
げ
る
と
そ
の
夜
、「
直
ぐ
に
手

賀
沼
へ
行
け
」
と
お
告
げ
が
あ
り
和
尚
は
、
早
朝
、
手
賀
沼

へ
行
き
ま
し
た
、
す
る
と
沼
底
か
ら
白
蓮
が
一
本
現
れ
そ
の

中
に
経
文
が
乗
っ
て
い
ま
し
た
。 

和
尚
は
経
文
を
持
ち
帰
り
、
娘
の
枕
元
で
読
む
と
「
私
は

法
性
尼
と
共
に
成
仏
い
た
し
ま
す
」
と
言
っ
て
息
が
絶
え
ま

し
た
が
、
程
な
く
し
て
蘇
生
し
現
世
の
お
と
り
に
戻
っ
た
と

い
い
ま
す
。 

こ
こ
に
「
血
盆
経
」
が
出
現
し
女
人
成
仏
が
可
能
と
な
り
、

こ
の
頃
大
騒
ぎ
と
な
り
時
の
将
軍
で
あ
っ
た
、
足
利
義
満
は

「
女
人
成
仏
血
盆
経
出
現
道
場
」
の
額
を
贈
っ
た
と
い
い
ま

す
、
山
門
に
そ
の
レ
プ
リ
カ
が
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。 

又
手
賀
沼
の
清
い
泉
か
ら
出
現
し
た
こ
と
か
ら
寺
名
を
正

泉
寺
と
改
め
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
こ
の
後
「
延
命
地
蔵
尊
」

と
「
血
盆
経
」
は
多
く
の
婦
人
信
仰
者
の
祈
願
寺
と
な
り
ま

し
た
が
、
現
在
布
教
は
行
わ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。 

参
道
入
口
の
脇
に
は
、
桐
姫
こ
と
法
性
尼
の
五
輪
塔
が
佇
ん

で
い
ま
す
。｢

五
輪
卒
塔
婆
」
と
も
い
い
ま
す
。 

五
輪
塔
と
多
く
の
卒
塔
婆
は
、
五
大
の
種
子(

し
ゅ
じ)

梵
字
に

よ
っ
て
最
上
か
ら
、 

団
形(

宝
珠)

の

キ
ャ=

空(

く
う)

輪
、
天
空
、
虚
空
の
こ

と
で
あ
り
、
仏
教
思
想
の
空(

か
ら)

の
こ
と
で
も
あ
る
。 

半
月
形(

半
球)

の

カ=

風(

ふ
う) 

輪
、
成
長
、
拡
大
、
自

由
を
表
す
。 

三
角
形
の

ラ=

火(

か) 

輪
、
力
強
さ
、
情
熱
、
何
か
を

す
る
た
め
の
動
機
づ
け
、
欲
求
な
ど
を
表
す
。 

円
形(

球
形)

の

バ=
水(
す
い)

輪
、
流
体
、無
定
形
の
物
、

流
動
的
な
性
質
、
変
化
に
対
し
て
適
応
す
る
性
質
。 

方
形
の

ア=

地(

ち)

輪
、
大
地
で
あ
る
地
球
を
意
味
し
、

固
い
物
、
動
き
や
変
化
に
対
し
て
抵
抗
す
る
性
質
。 

と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
よ
く
見
る
と
人
が
座
禅
を
し
て
い
る

姿
を
し
て
い
ま
す
。 

こ
れ
は
密
教
が
説
く
宇
宙
の
生
成
要
素
で
あ
る
五
大(
五

輪)

思
想
を
表
し
大
日
如
来
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
尊
崇
さ
れ

て
い
ま
す
。 

皆
様
も
お
な
じ
み
の
、
お
墓
に
供
え
る
板
塔
婆
の
切
込
み

は
こ
れ
を
簡
略
し
た
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

五
輪
塔
の
形
は
イ
ン
ド
が
発
祥
と
い
わ
れ
、
本
来
舎
利(

し

ゃ
り
＝
釈
迦
の
粉
骨
な
ど)

を
入
れ
る
容
器
と
し
て
使
わ
れ
て

い
た
と
い
わ
れ
る
が
、
日
本
で
は
平
安
時
代
末
期
か
ら
供
養

塔
、
供
養
墓
と
し
て
多
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

中
国
の
五
行
思
想
（
木
・
火
・
土
・
金
・
水
）
と
数
が
同

じ
で
、
一
部
共
通
す
る
物
も
あ
る
こ
と
か
ら
混
同
さ
れ
や
す

い
が
、
両
者
は
全
く
別
個
に
成
立
し
た
も
の
で
す
。 

 

正
泉
寺
と
血
盆
経 

正
泉
寺
は
、
近
在
の
手
賀
沼
か
ら
「
血
盆
経(

け
つ
ぼ
ん
き
ょ

う)

」
と
言
う
「
女
人
成
仏
」
を
説
い
た
経
典
が
、
手
賀
沼
の

蓮
の
葉
か
ら
出
現
し
た
と
言
う
伝
説
が
あ
り
、
全
国
的
に
女

性
の
信
者
を
集
め
て
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

古
代
イ
ン
ド
で
は
女
性
の
地
位
は
極
め
て
低
く
、
浄
土
に

も
女
性
は
い
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
影
響
は

仏
教
に
も
及
び
、
女
性
は
そ
の
ま
ま
で
は
成
仏
し
難
い
存
在

と
み
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
日
本
で
も
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、

親
鸞
や
日
蓮
な
ど
の
よ
う
に
女
人
成
仏
を
認
め
る
考
え
方
も

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
の
、
一
般
に
は
「
女
鎖
」
と

か
「
女
賊
」
と
呼
ば
れ
、
女
性
は
血
で
穢
れ
た
罪
深
い
存
在

で
あ
り
、
成
仏
を
妨
げ
る
「
業
障(

ご
う
し
ょ
う
、
成
仏
す
る
こ

と
を
妨
げ
る
こ
と)

」
と
な
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
高
野
山
や
金
峯
山
の
よ
う
に
、「
女
人
禁
制
」
の

結
界
石
を
立
て
て
、
聖
域
や
霊
場
へ
の
女
性
の
立
ち
入
り
を

禁
じ
て
い
た
場
合
も
普
通
に
見
ら
れ
て
い
ま
し
た
。 
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今
日
の
男
女
平
等
の
思
想
に
比
す
る
と
何
と
も
不
合
理
な

考
え
方
で
し
た
が
、
こ
の
血
盆
経
で
は
、
血
に
よ
っ
て
地
神

や
水
神
を
穢
し
た
た
め
に
血
の
池
地
獄
に
落
ち
る
宿
命
を
持

つ
が
、
こ
の
血
盆
経
を
書
写
し
祈
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
済
さ

れ
る
と
謳
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
経
典
は
中
国
で
10
世
紀
以

降
の
明
や
清
時
代
に
、
道
教
や
仏
教
そ
の
他
の
思
想
を
も
と

に
民
間
で
広
ま
っ
た
「
偽
経
」
と
言
わ
れ
、
わ
ず
か4

2
0

字

の
小
経
典
で
し
た
。
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
室
町
時
代
以

降
で
、
日
本
国
内
で
一
般
に
普
及
し
た
の
は
江
戸
時
代
に
な

っ
て
か
ら
の
よ
う
で
す
。
こ
の
経
典
は
、
朝
鮮
で
は
ほ
と
ん

ど
受
容
さ
れ
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。 

 

我
孫
子
市
谷
津
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム 

(

ビ
オ
ト
ー
プ) 

我
孫
子
市
で
は
、20

0
2

年
か
ら
手
賀
沼
沿
い
で
最
も
谷
津

の
地
形
と
自
然
環
境
が
残
さ
れ
て
い
る
岡
発
戸
と
都
部
地
区

の
谷
津3

6
.7

ヘ
ク
タ
ー
ル
を
ま
る
ご
と
保
全
し
、昭
和
30
年

代
の
農
村
環
境
の
復
活
を
め
ざ
す
「
谷
津
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」

事
業
を
進
め
て
い
ま
す
。 

 
 

「
谷
津
」
と
は
、
台
地
に
谷
が
入
り
込
む
独
特
の
地
形
で
、

そ
の
細
長
い
低
湿
地
部
は
昔
か
ら
水
田
と
し
て
利
用
さ
れ
、

谷
津
田
と
呼
ば
れ
て
き
ま
し
た
。 

谷
津
田
は
、
米
を
生
産
す
る
場
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
様
々

な
生
き
物
を
育
む
場
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

こ
う
し
た
谷
津
の
自
然
環
境
を
再
生
し
、
伝
統
的
な
農
業

や
く
ら
し
の
風
景
を
復
活
さ
せ
、
そ
れ
を
ま
る
ご
と
「
野
外

博
物
館
」
に
し
て
い
く
も
の
で
す
。 

そ
こ
で
は
、
市
民
と
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
や
、
農
業
者
と

消
費
者
の
交
流
が
図
ら
れ
、「
自
然
と
人
の
共
存
」
の
シ
ン
ボ

ル
に
な
り
ま
す
。(

カ
ラ
ー
ペ
ー
ジ
の
図
参
照) 

第
三
十
六
番
、
滝
前
不
動
、 

我
孫
子
市
岡
発
戸(

お
か
ぽ
っ
と) 

移
し
寺
、
高
知
県
独
鈷
山
青
龍
寺
。 

ご
本
尊
、
不
動
尊
像
、
寛
平
時
代(8

8
9

～8
9
7
)

平
高
望
王
が

空
海
作
の
不
動
尊
像
を
祀
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

御
詠
歌
、
わ
ず
か
な
る 

泉
に
す
め
る 

青
竜
は 

仏
法
守
護
の 

ち
か
い
と
ぞ
聞
く 

「
滝
不
動
」
又
は
「
滝
前
不
動
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
、
旧

滝
前
山
宝
積
寺
な
の
か
明
確
で
は
な
い
が
、
白
泉
寺
の
末
寺

で
し
た
、
現
在
は
正
泉
寺
が
管
理
し
て
い
ま
す
。 

白
泉
寺
の
竹
厳
宗
嫩
和
尚
が
慶
長
の
元
和
年
代(1

5
9
6

－

1
6
2
3
)

に
此
処
に
堂
宇
を
営
ん
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
、
手
賀

沼
を
見
下
す
景
勝
の
地
に
あ
り
、
寛
平
年
間(8

8
9

～8
9
7
)

高

望
王
が
空
海
作
の
不
動
尊
像
を
祀
っ
た
と
の
伝
承
が
語
ら
れ

て
い
ま
す
。
当
時
の
堂
は
寛
和
二
年(9

8
6
)

に
損
壊
し
て
不
動

尊
像
は
中
峠(

中
里)

の
一
里
塚
の
東
に
移
さ
れ
、
さ
ら
に
中

峠
の
照
妙
院
を
経
て
現
在
は
不
動
尊
の
胎
内
に
納
め
ら
れ
て

い
る
と
云
う
伝
説
で
す
。 

 

境
内
に
は
不
動
明
王
の
石
像
が
あ
り
、
現
存
の
不
動
堂
は

文
化
13
年(1

8
1
6
)

の
建
立
で
す
。 

 

明
治
の
寺
院
明
細
帳
に
は
記
載
が
無
く
当
時
は
廃
寺
に
な

っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が､

明
治
20
年
代
に
大
修
理

が
行
な
わ
れ
ま
し
た
、
屋
根
は
昭
和
51
年
に
葺
き
替
え
ら
れ

ま
し
た
、
堂
は
三
間
四
面
入
母
屋
造
り
萱
葺
き
屋
根
の
建
物

で
す
が
、
仏
像
仏
具
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

又
、
第
76
番
龍
泉
寺
本
尊
の
波
切
不
動
明
王
と
滝
不
動
明

王
は
第
60
番
照
妙
寺
で
両
方
の
伝
説
が
交
錯
し
ま
す
。 

大
師
堂
も
不
動
堂
と
同
時
に
改
築
さ
れ
て
い
ま
す
、
石
造

大
師
像
は
文
化
四
年(1

8
0
7
)

の
銘
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

滝
の
横
に
不
動
信
仰
を
表
す
「
剣
に
巻
き
つ
い
た
竜
が
そ

の
剣
を
呑
む
様
」
が
彫
ら
れ
て
お
り
、
安
政
七
申
正
月
吉
日

(1
8
5
5
)

銘
の
倶
利
伽
羅(

く
り
か
ら)

竜
王
像
と
不
動
明
王
の

真
言
「
な
う
ま
く
さ
ん
ま
ん
だ 

ば
ざ
ら 

だ
ん 

せ
ん
だ 

ま

か
ろ
し
ゃ
だ 

そ
わ
た
や 

う
ん
た
ら
た 

か
ん
ま
ん
」
と
記

さ
れ
た
石
碑
が
あ
り
ま
す
。 

た
き
ま
え
不
動
に
は
湧
き
水
が
豊
富
で
し
た
、
そ
の
量
は

井
戸
が
か
れ
て
も
水
が
流
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
た
の
で

す
が
、
今
は
、
昭
和
40
年
代
の
ゴ
ル
フ
場
と
山
林
の
伐
採
に

よ
り
涸
れ
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。 

た
き
ま
え
不
動
は
戦
前
ま
で
は
観
光
ス
ポ
ッ
ト
で
あ
り
、

小
説
家
で
あ
る
志
賀
直
哉 

ゆ
か
り
の
藤
棚
が
あ
り
春
に
は

花
を
咲
か
せ
て
い
ま
す
。
又
、
志
賀
直
哉
の
作
品
「
矢
島
柳

堂(

鷭)

」
の
舞
台
に
な
っ
て
い
ま
す
、
こ
の
小
説
は
志
賀
直

哉
が
我
孫
子
に
居
住
し
て
い
た
頃
の
作
品
で
す
が
、
現
在
入

手
が
難
し
い
、
我
孫
子
市
ア
ビ
ス
パ
に
あ
り
ま
す
。 

 

松
尾
芭
蕉
の
句
碑 

 

松
尾
芭
蕉
は
亡
く
な
る
寸
前
に
、
付
き
添
い
の
支
考(

し
こ

う)

へ
嵯
峨
で
吟
じ
た
「
大
井
川
浪
に
塵
な
し
夏
の
月
」
の
句

を
改
案
し
た
い
旨
を
告
げ
改
句
し
ま
し
た
。 

滝
前
不
動
境
内
の
こ
の
句
碑
は
、
取
手
の
商
人
丁
字
屋
伊

八
ら
十
三
人
が
慶
応
三
年(1

8
6
7
)

に
建
立
し
た
も
の
で
す
。 

清
滝
や 

波
に
散
り
込
む 

青
松
葉 

-- 

ば
せ
を 

こ
の
句
こ
そ
改
案
さ
れ
た
松
尾
芭
蕉
の
生
涯
に
於
け
る
最

終
句
で
す
が
、
滝
前
不
動
と
の
因
果
関
係
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

松
尾
芭
蕉
は
「
鹿
島
紀
行
」
で
相
馬
を
訪
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
ル
ー
ト
は
江
戸
深
川
の
草
庵
か
ら
市
川
、
鎌
ヶ
谷
と
鮮

魚(

な
ま)

街
道
を
北
上
し
布
佐
か
ら
鹿
島
へ
は
利
根
川
の
船
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旅
で
し
た
、
従
っ
て
我
孫
子
の
滝
前
不
動
に
立
寄
っ
た
か
は

不
明
で
す
。 

鹿
島
紀
行
の
芭
蕉
の
日
記
に
次
ぎ
の
手
記
が
あ
り
ま
す
。 

日
既
に
暮
か
ゝ
る
ほ
ど
に
、
利
根
川
の
ほ
と
り
、
ふ
さ
と

い
ふ
所
に
つ
く
。
此
川
に
て
、
鮭
の
網
代
と
い
ふ
も
の
を
た

く
み
て
、
武
江
の
市
に
ひ
さ
ぐ
も
の
有
。
よ
ひ
の
ほ
ど
、
其

漁
家
に
入
て
や
す
ら
ふ
。
よ
る
の
や
ど
、
な
ま
ぐ
さ
し
。 

月
く
ま
な
く
は
れ
け
る
ま
ゝ
に
、
夜
舟
さ
し
く
だ
し
て
、

か
し
ま
に
い
た
る
。 

貞
亨
四
年(1

6
8
7
)

８
月
芭
蕉
44
歳
の
鹿
島
詣
で
よ
り
。 

「
武
江
の
市
」
の
武
江
と
は
江
戸
の
意
、
市
は
両
国
の
魚
市

場
を
指
し
ま
す
。
「
鮭
の
網
代
」
と
は
、
布
佐
の
都(
み
や
こ)

の
利
根
川
は
川
幅
が
狭
ま
る
為
に
網
に
よ
っ
て
遡
上
す
る
鮭

を
一
網
打
尽
に
す
る
こ
と
が
出
来
、
網
代
場(

あ
じ
ろ
ば)

と
言

わ
れ
ま
し
た
。 

利
根
川
の
鮭
は
鮮
魚(

な
ま)

街
道
に
よ
っ
て
江
戸
に
運
ば

れ
、
鮮
魚
は
翌
日
に
は
多
く
の
江
戸
の
人
々
の
食
卓
を
飾
り

ま
し
た
。「
な
ま
ぐ
さ
し
～
夜
舟
さ
し
く
だ
し
て
」
は
、
魚
の

生
臭
さ
に
耐
え
ら
れ
ず
に
逃
げ
出
す
と
い
う
記
載
で
し
た
。 

 

松
尾
芭
蕉
は
こ
の
後
に
奥
の
細
道
を
旅
し
ま
し
た
、
正
保

元
年(1

6
4
4
)

～
元
禄
７
年
10
月
12
日(1

6
9
4

年
11
月
28
日)

、 

大
阪
で
亡
。
芭
蕉
の
葬
儀
に
は
間
に
合
わ
な
か
っ
た
よ
う

で
す
が
、
俳
人
小
林
一
茶
も
大
阪
に
訪
れ
た
そ
う
で
す
。 

打
止 

移
し
寺
で
あ
る
四
国
霊
場
36
番
独
鈷(

と
っ
こ)

山
伊
舎
那
院
青

龍
寺
は
、
空
海
が
唐
に
渡
り
長
安
の
青
龍
寺
で
密
教
を
学
び
、

恵
果
和
尚
か
ら
真
言
の
秘
法
を
授
か
っ
て
真
言
第
八
祖
と
な

り
、
帰
朝
し
た
の
が
大
同
元
年(8

0
6
)

の
こ
と
で
し
た
。 

青
龍
寺
の
縁
起
で
は
、
大
師
は
そ
の
恩
に
報
い
る
た
め
日

本
に
寺
院
を
建
立
し
よ
う
と
、
東
の
空
に
向
か
っ
て
独
鈷
杵

を
投
げ
、
有
縁
の
勝
地
が
選
ば
れ
る
よ
う
に
と
祈
願
し
ま
し

た
、
独
鈷
杵
は
紫
雲
に
包
ま
れ
て
空
高
く
飛
び
去
り
ま
し
た
。 

帰
朝
後
、
空
海
が
こ
の
地
で
巡
教
の
旅
を
し
て
い
る
と
き

に
、
独
鈷
杵
は
青
龍
寺
奥
之
院
の
山
の
老
松
に
あ
る
と
感
得

し
て
、
と
き
の
嵯
峨
天
皇
に
奏
上
し
、
弘
仁
六
年
堂
宇
を
建

て
石
造
の
不
動
明
王
像
を
安
置
し
、
寺
名
を
恩
師
に
因
み
青

龍
寺
、
山
号
は
遙
か
異
国
の
地
か
ら
放
っ
た
「
独
鈷
」
を
名

の
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
唐
の
青
龍
寺
に
似
た
伽
藍
配
置

で
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。 

明
治
の
こ
ろ
ま
で
土
佐
七
大
寺
と
い
わ
れ
、
末
寺
四
ヶ
寺
、

脇
坊
六
坊
を
も
つ
名
刹
で
し
た
。
ま
た
、
本
尊
の
波
切
不
動

明
王
像
は
大
師
が
入
唐
の
さ
い
、
暴
風
雨
を
鎮
め
る
た
め
に

現
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、
い
ま
も
航
海
の
安
全
や
豊
漁
、
世
間

の
荒
波
を
も
鎮
め
て
く
れ
る
と
、
深
く
信
仰
さ
れ
て
い
ま
す
。 

元
横
綱
朝
青
龍
が
明
徳
義
塾
高
等
学
校
に
在
籍
中
の
ト
レ

ー
ニ
ン
グ
場
で
あ
り
、
青
龍
寺
が
四
股
名(

し
こ
な)

の
由
来
と

な
り
ま
し
た
。 

 

中
里
薬
師
堂
薬
師
三
尊
像
と
十
二
神
将
像 

(

ル
ー
ト
外)

 

湖
北
駅
北
東
の
中
里
薬
師
堂
の
仏
像
群
で
す
。 

元
宝
蔵
院(

廃
寺)

本
尊
、
薬
師
三
尊
像
鎌
倉
時
代
の
後
期
頃
、

十
二
神
将
像
は
江
戸
時
代
後
期
の
作
で
す
。 

所
有
者
で
あ
る
中
里
区
の
住
民
に
よ
っ
て
日
常
管
理
さ
れ
、

毎
年
２
月
11
日
に
の
み
御
開
帳
さ
れ
て
い
ま
す
。 

令
和
年
度
の
亥
神
像
の
修
復
作
業
に
お
い
て
、
差
し
込
み
式

の
頭
部
を
抜
い
た
と
こ
ろ
、
胎
内
か
ら
折
り
た
た
ま
れ
た
古

文
書
が
見
つ
か
り
以
下
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

そ
こ
か
ら
、
江
戸
時
代
後
期(DC1

8)

に
十
二
神
将
像
が
造

立
さ
れ
た
可
能
性
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

本
尊
で
あ
る
薬
師
如

来
立
像
は
像
高5

1cm

一

木
造
。
両
手
と
両
足
に
別

材
を
差
し
込
み
、
左
手
に

薬
壷(

や
っ
こ)

、
頭
部
を

内
刳(

う
ち
ぐ
り)

し
、
玉

眼(

ぎ
ょ
く
が
ん)

を
嵌

(

は)

め
入
れ
て
い
ま
す
。

蓮
弁
型
の
光
背
は
、
身
光

部
と
周
縁
部
を
４
材
の

板
で
作
成
し
雲
文(

う
ん
も
ん)

で
装
飾
し
て
い
ま
す
。 

脇
侍(

わ
き
じ)

と
な
る
日
光
菩
薩
像
、
月
光(

が
っ
こ
う)

菩
薩

立
像
は
像
高3

7
cm

で
一
木
造
り
。
頭
部
を
内
刳
し
、
玉
眼(

雲

母)

を
嵌
め
入
れ
て
い
ま
す
。
上
半
身
に
は
天
衣(

て
ん
ね)

、
条

帛(

じ
ょ
う
は
く)

を
身
に
着
け
、
下
半
身
に
裳(

も)

を
着
用
し
、

手
に
は
雲
上
に
乗
る
日
輪
、
月
輪
を
持
ち
ま
す
。
頭
飾
は
金

属
製
で
す
。
十
二
神
将
像
は
子
丑
寅
卯
辰
未
午
未
申
酉
戌
亥

を
あ
ら
わ
す
十
二
の
像
で
、
頭
の
上
に
干
支
が
象
徴
的
に
は

め
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
高
さ5

7
cm

内
外
の
立
像

で
寄
木
造
、
面
部
を
割
り
剥
い
で
玉
眼
を
嵌
め
入
れ
て
い
ま

す
。
基
本
的
に
は
甲
胄
を
身
に
着
け
、
手
に
は
持
物(

法
具
や

武
器)

を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
衣
の
み
を
身
に
着
け
る
も
の
も

あ
り
ま
す
。
岩
座
と
よ
ぱ
れ
る
台
座
の
上
に
立
ち
ま
す
。 

平
成
18
年
我
孫
子
市
指
定
有
形
文
化
財
。 
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